
【事例１】食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！－気管支炎や肺炎を起こす
おそれも、硬い豆やナッツ類等は５歳以下の子どもには食べさせないで－
（令和３年１月20日）

注意喚起の実施状況（主な事案）①

【公表資料】
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・14歳以下の子どもが食品の誤
嚥によって窒息し、死亡した
事故が平成26年から令和元年
までの６年間で80件発生。

・そのうち５歳以下が73件で９
割を占めていた。

・令和３（2021）年１月20日
消費者庁が注意喚起を実施
したほか、ポスターを公表。

・食品の中でも豆やナッツ類
については特に注意が必要
である旨周知。



【事例２】トランポリンパークでの事故に関する消費者安全法第38条に基づく注意喚起
（令和４年９月20日）

注意喚起の実施状況（主な事案）②

・令和２年の注意喚起から令和
４年８月31日の間で事故情報
データバンクへの登録件数22
件のうち、14件がてんとう虫
パークBIGSTAGE 河内長野店
で発生した事故。

・令和２（2020）年12月９日
消費者庁が国民生活センター
と連名で注意喚起を実施。

・令和４（2022）年４月26日
消費者庁が注意喚起を実施。

・令和４（2022）年９月20日
消費者庁が消費者安全法第38
条第１項に基づく注意喚起を
実施。

【公表資料】
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消費者事故通知等の活用（ガストーチの技術基準策定へ） 15

〇経済産業省審議会資料（令和4年3月25日開催）



①主なウェブサイト、メール、SNS
・「子ども安全メール」、Twitter、Facebook
（消費者庁）

・「健やか親子21」ホームページ、Twitter、
Facebook（厚生労働省）

・「リコール・製品事故情報(製品事故対策室)」
Twitter （経済産業省）

②主な啓発資料
・「子ども事故防止ハンドブック」（消費者庁）
・「救急事故防止リーフレット」（消防庁）
・「学校向けリコール製品リーフレット」（経済
産業省、消費者庁）

・「公園遊具の安全利用に関するパンフレッ
ト」（国土交通省、日本公園施設業協会）

③その他
・「子供向けの製品安全教育」等、
消費者教育事業（経済産業省）

・「海上安全教室」等、海の安全推進活動
（海上保安庁）

※「子どもの事故防止週間」を設定（令和４年度：
７月25日～31日）し、関係府省庁が連携した広報
を集中的に実施

保護者 ①教育・保育施設
・「教育・保育施設等における事故防止及び事故
発生時の対応のためのガイドライン」
（内閣府、厚生労働省、文部科学省）

・「学校事故対応に関する指針」
（文部科学省）

②公園、遊戯施設、公共施設
・「都市公園における遊具の安全確保に
関する指針」
（国土交通省）

・「商業施設内の遊戯施設の安全に関する
ガイドライン」
（経済産業省）

・「プールの安全標準指針」
（国土交通省・文部科学省）

・PSCマーク等、消費生活用製品安全法による規制
（経済産業省）
・キッズデザイン賞の取組、同賞受賞製品の普及
（経済産業省）

保護者等に向けた周知・啓発

安全な製品の普及

地方公共団体
・

事業者
・

関係団体

施設等での事故防止に関する指針等

子どもの事故防止に関する取組 16

子どもの事故防止に関する取組



注意喚起のツール

消費者や事業者等に幅広く周知するため、消費者庁ウェブサイトのほか、SNS、パンフレット、
メールマガジンといったツールを活用

Twitter メールマガジン

パンフレット

〇消費者庁Twitter(@caa_shohishacho)

〇子どもを事故から守る！
Twitter（@caa_kodomo)

※ 未就学児に予期
せず起こりやすい
事故とその予防
法・対処法のポイ
ントをまとめたも
の。ウェブサイト
への掲載のほか
冊子版も配布。

【日本語版】 【英語版】 【中国語版】

※ 未就学児の保護者等
を対象に、子どもの思
わぬ事故を防ぐための
注意点や豆知識を配信
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18消費者安全調査委員会設立10周年の検証の骨子（ポイント）① 18



19消費者安全調査委員会設立10周年の検証の骨子（ポイント）② 19




